
 

 

 

 

 令和3年5月25日（火）に利根川（埼玉県羽生市）昭和橋付近にて３消防本部・１機関（館林

地区消防組合・埼玉県の羽生市消防本部・行田市消防本部・埼玉県防災航空隊）が合同で水難救

助訓練を実施しました。 

この訓練は、利根川流域で管轄が隣接する３消防本部が合同で訓練を実施することにより、水

難事故発生時の救助活動体制を充実強化するとともに、連携した活動を展開し、災害対応力の向

上を図ることを目的とし実施しました。 

 

【 訓 練 想 定 】 

 令和３年5月25日（火）8時30分頃、利根川河川内で釣り人３名が流されたと119通報を受

信する。その後、通報者と電話が遮断されてしまったため、災害通報を受信した羽生市消防本部

は、館林地区消防組合、行田市消防本部、埼玉県防災航空隊へ出動要請を依頼するとともにそれ

ぞれ必要部隊を出動させる。 

 災害地点直近の羽生市に合同指揮本部を設置し救出活動を展開する。 

 

  

合同指揮本部               活動方針の確認 

 

  

各消防本部舟艇準備           舟艇による捜索活動開始 

 

水難救助合同訓練を実施 



  

埼玉県防災航空隊              救出活動の様子 

 

訓練終了式 

 

 

 

 

 

     

【作成担当】 

館林地区消防組合消防本部 警防課警防係 

〒374-0015 

住  所：館林市上赤生田町４０５０番地の１ 

電  話：0276-72-8361（警防課） 

水の事故は、命を落とす重大な事故に発展する可能性が高いため、 

「子供だけで川や池等での遊びは絶対にしない！」ようにしましょう。 


